
 
 

学校保健安全法（抄） 

 
（学校安全に関する学校の設置者の責務） 
第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学

校において、事故、加害行為、災害等（以下この条及び第二十九条第三項において

「事故等」という。）により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により

児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合（同条第一項及び第二項において「危

険等発生時」という。）において適切に対処することができるよう、当該学校の施

設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 
 
（危険等発生時対処要領の作成等） 
第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情

に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び

手順を定めた対処要領（次項において「危険等発生時対処要領」という。）を作成

するものとする。 
２ 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等

発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。 
３ （略） 
 

学校の危機管理マニュアル作成の手引（平成 30年２月）（抜粋） 

 
第１章 危機管理マニュアルについて 
１－１ 各学校における危機管理マニュアルの作成について 
 
作成に当たってのポイント 
○ 各学校の実情に応じて想定される危険を明確にし、危険等発生時にどう対処し、い

かに児童生徒等の生命や身体を守るかについて検討する。 
 

〔想定される危険等〕  
● 日常的な学校管理下における事故等（体育や運動部活動での事故、頭頚部外傷、

熱中症、食物アレルギーなど死亡や障害を伴う重篤な事故等） 
● 犯罪被害（不審者侵入や略取誘拐など、通学・通園中を含め、児童生徒等の安全

を脅かす犯罪被害） 
● 交通事故（通学・通園中、校外活動中の交通事故） 
● 災害（地震・津波や風水害などによる被害） 
● その他の危機事象（学校に対する犯罪予告、弾道ミサイルの発射等） 
 

（参考：手引全体版） 
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2019/05/07/1401
870_01.pdf  

別紙 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2019/05/07/1401870_01.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2019/05/07/1401870_01.pdf


 
 

学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン （令和３年６月） （抜粋） 

 
［解説編］2-2-6 教育活動の様々な局面における未然防止対策 

 
 

［サンプル編］２ 事前の危機管理 

（参考：ガイドライン全体版） 
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00002.htm 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00002.htm


 
 

部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン 

（令和７年 12月）（抜粋） 

 
 
Ⅳ 学校部活動の在り方 
２ 適切な指導及び安全・安心の確保 
（１）暴力・暴言・ハラスメント・いじめ等の不適切行為の根絶 
●事案発生時には迅速な対応及び再発防止の徹底を図ること。その際、特に、顧問の

教師等任せにせず、所管する教育委員会や学校組織全体で対応に当たることが重要

であり、生徒のケアを最優先に、加害生徒への指導等に適切に対応すること。 
 
 
（参考：ガイドライン全文）  

https://www.mext.go.jp/sports/content/20251222-spt_oripara-000046180_00234.pdf  

 
 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20251222-spt_oripara-000046180_00234.pdf

